
厚生労働省委託事業 無料セミナー 

新規起業事業場・介護事業場労務管理セミナー開催のお知らせ 

  

                                                    

 全国労働基準関係団体連合会では、厚生労働省の委託を受けて、新規起業事業場就業環境整備事業及び介護事業場就労環境

整備事業に取り組んでいます。 

この事業は、起業（分社）・異業種へ進出又は初めて従業員を雇い入れてからいづれも５年以内の事業場、及び介護事業場

を対象として、業種や業態等に相応しい労働時間や休日・休暇、安全衛生などの環境を整えるために必要な基本的な知識・情

報やノウハウに関するセミナーを開催するとともに、ご要望に応じて専門家を派遣することによって、就業・就労環境を整え

るお手伝いをするという制度です。つきましては、神奈川労働局のご協力を得て、下記により、標記セミナーを開催すること

といたしました。参加費用は、テキスト代も含めすべて無料です。多くの事業場にご参加いただきたく、御案内申し上げます。 

(新規・介護事業場以外で、労務管理の基礎をあらためて確認したいという方も、是非ご参加ください。) 

 

                          記 

1 日     時   2017年 10月 5日(木)     13：30～16:30 (受付 13：00～)   

2 会      場   （公社）神奈川労務安全衛生協会  3Ｆ  会議室 

              横浜市中区相生町 3－63（ＪＲ関内駅下車北口より本町方面へ徒歩 5分） 

ヤオマサビル 

3  定          員    60名 

4  対    象    者    経営者、管理者、人事・総務・労務担当者など 

5 参   加   費    無 料 

6  講 演 内 容    (1)  労働時間、休日、休暇及び年次有給休暇関係 

(2) 安全管理・衛生管理関係       

講 師 神奈川労働局労働基準部監督課 監察監督官 

              (3) 労働保険・社会保険、労働条件の明示と就業規則の作成・届出等 

賃金の支払、解雇の予告と解雇制限等 

                               講 師 就業環境整備普及指導員 

                                               あおい社会保険法人代表 

                                  社会保険労務士 平山 久美子 氏 

7 申  込  方  法    下記申込用紙をコピーして必要事項を記入し、ＦＡＸまたは郵便でお申込みください。 

                       ＊定員になり次第締め切らせていただきます。 

 

8 申 込 先     公益社団法人 神奈川労務安全衛生協会  

〒231-8443 横浜市中区相生町 3-63 ヤオマサビル３階 

TEL  045‐662‐5965     

FAX  045‐201‐7122  

                                   担当 労働福祉部 宛 

 

 
 
◎ 受講票等の発行はいたしませんので、当日この申込用紙をご持参ください。 
 
※ご記入いただいた個人情報については、当協会が責任を持って管理し、本講習の的確な実施のためにのみ利
用させていただきます。 

 
（ファックス用申込書）このまま送信してください。 
 
公益社団法人神奈川労務安全衛生協会   担当 労働福祉部 宛  
                                                            FAX ０４５－２０１－７１２２ 

   氏  名 
 
  

事業場・所属・職名  

 

事業場の所在地・電話 
〒            
          

TEL（   ） 

主催（公社）全国労働基準関係団体連合会神奈川県支部 

（（公社）神奈川労務安全衛生協会） 


